
 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金 

（地域経済効果立地支援事業）公募要領 

（四次公募） 

【応募方法】 

本公募では、補助金申請システム「jGrants」にて応募を受け付けます。 

jGrantsでは、電子的に申請を受け付けるとともに、当該申請システムを通じて行わ

れた申請に対する事務局からの通知等は、原則として当該申請システムで行います。

jGrantsを利用するには、Gビズ IDの取得が必要です。 

jGrants操作方法：https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

画面上部「申請の流れ」タブ＞「事業者クイックマニュアル」をご確認ください。 

 

【受付期間】 

令和６年４月５日（金）～令和６年７月５日（金）正午まで 

※上記期間までに jGrantsで申請を実施してください。 

※Gビズ IDの取得には２週間程度を要する場合があるため、余裕を持って準備して

ください。 

 

※本公募要領は、jGrantsのホームページからダウンロードできます。 

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000Udc9fEAB 

(jGrantsへのリンク) 

 

別途公募を実施する「製造・サービス業等立地支援事業」と

の同一事業の重複応募は出来ません。 

要領を確認の上、応募してください。 

 

令和６年６月 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業事務局

https://www.jgrants-portal.go.jp/
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000Udc9fEAB
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１．事業の目的・補助対象事業者について 

（１）事業の目的 

被災者の「働く場」を確保し、今後の自立・帰還を加速させるため、原子力災害により

甚大な被害を受けた避難指示区域等及び福島国際研究産業都市区域を対象に、工場等の新

増設を行う企業を支援し、雇用の創出及び産業集積を図ります。加えて、住民の帰還や産

業の立地を促進するため、商業回復を進めます。 

 

（２）補助対象事業者 

以下のⅠ及びⅡのいずれの要件も満たし、事業終了後の用地・建屋・設備等の管理・運

営等に責任を持って実施することができる法人又は個人（※）。 

※ 個人とは、店舗について法人と共同申請する者のうち、補助対象の財産を所有せず、

中小小売商業振興法（昭和４８年法律第１０１号）第１１条に規定する特定連鎖化事

業の加盟者であり、かつ所得税法（昭和４０年法律第３３号）第１４３条（青色申告）

に基づく承認を受けている者に限る。 

（注）震災復旧事業は補助対象外です。 

Ⅰ 補助要件 

用 地 

・ 

建 屋 

・ 

設 備 

新規立地による地域の産業復興の効果を高める観点から、福島県の補助

対象地域の用地及び建屋の取得を推奨する。特に下記「補助対象施設・設

備」のうち（２）店舗、（３）宿泊施設、（４）社宅は、建屋の取得を伴わ

ない案件は補助対象外とする。 

ただし、津波被害の復旧・復興状況及び原子力災害の影響など、実情に

応じて、用地や建屋の取得を伴わない投資計画も認めることとする。（（２）

店舗、（３）宿泊施設、（４）社宅を除く） 

補 助 対 象

事 業 

下記２つの事業のうち、いずれかを行うことする。 

 

１ 福島国際研究都市構想（以下「福島イノベーション・コースト構想」

という。）の重点推進分野（※）に資する事業 

※ 福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野は以下のとおり。 

①廃炉 

②ロボット・ドローン 

③エネルギー・環境・リサイクル 

④農林水産業 

⑤医療関連 

⑥航空宇宙 

 

２ 避難指示区域等における住民の自立・帰還や産業立地の促進等に資す

る事業 

補 助 対 象 

地 域 

１ 福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野に資する事業にあ

っては、福島国際研究産業都市区域であること。 

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡

町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 

※ 福島復興再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第７条第６項

の規定に基づく福島国際研究産業都市区域をいう。 
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※ 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の補助対象と

なる区域を除く。 

 

２ 避難指示区域等（※）における住民の自立・帰還や産業立地の促進等

に資する事業にあっては、福島県における次に掲げる地域であること。 

田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、広野町、楢葉町、富岡

町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 

※ 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条

第２項の規定に基づく区域及び当該区域が解除された区域をいう。 

 

（注）１及び２共通 

 社宅を整備する場合において、「補助対象施設・設備」のただし書きに

該当する場合は、当該規定によること。 

補 助 対 象 

施設・設備 

補助対象地域に立地する次に掲げる施設又は設備であること。（具体的

には下記（１）～（５）の施設・設備を対象とする。） 

 

１ 福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野に資する施設及び

設備 

 

 福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野（廃炉、ロボット・

ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航

空宇宙）に資する施設及び設備 

 

２ 避難指示区域等における住民の自立・帰還や産業立地の促進等に資す

る施設及び設備 

 

 

（１）全産業の施設 

全ての産業の施設・設備 

※１ 機械設備のみを導入する事業は、下記（５）に区分され

る。 

※２ 下記（２）～（４）及び５．⑫ア～キに該当する事業を

除く。 

（２）店舗 

日本標準産業分類に掲げる卸売業、小売業、飲食店、持ち帰

り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の

生活関連サービス業の用に供される施設（風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号。以下

「風俗営業法」という。）第２条に規定するものに供される施設

を除く。） 
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交 付 

要 件 

次に掲げる１及び２の要件を満たすこと。（２については（１）及び（２）

の両方の要件をみたすこと。） 

１ 雇用要件は、次のとおりとする。 

下表の左欄に掲げる投下固定資産額（土地を除くことができる。以下

この表において同じ。）ごとにそれぞれの同表の右欄に掲げる新規地元雇

用者数とする。ただし、補助対象施設・設備（１）、（５）については投下

固定資産額５千万円を下限とする。補助対象施設（２）、（３）、（４）につ

いては投下固定資産額３千万円を下限とする。 

新規地元雇用者とは、補助事業者が、補助金の交付決定日以降に新規

立地する工場等で勤務することを前提として採用した正社員及び非正規

社員（以下「正社員等」という（注）。）のうち、補助事業完了時におい

て、福島県に住所を有し、勤務する者をいう。 

なお、新規立地する当該工場等で勤務するため、いわき市、相馬市、田

村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双

葉町、浪江町、葛尾村、新地町及び飯舘村の区域を合わせた地域（以下

「浜通り等１５市町村」という。）外から浜通り等１５市町村内に住所等

を移転した正社員等としての転入雇用者及び浜通り等１５市町村内から

避難指示区域等に住所等を移転した正社員等としての転入雇用者（補助

対象地域の１に掲げる区域に立地する場合には適用しない）並びに福島

県外から福島県内に住所等を移転した正社員等としての転入雇用者を含

（３）宿泊施設 

日本標準産業分類に掲げる宿泊業の用に供される施設（風俗営

業法第２条に規定するものに供される施設を除く。）のうち、東

日本大震災復興特別区域法（平成２３年法律第１２２号）第６条

に規定される認定復興推進計画その他市町村が策定する計画（以

下「復興計画等」という。）に沿ったものとして市町村長が作成

する「市町村復興計画等確認書」（様式）が申請書に添付され、

かつ第三者委員会が操業後１０年以上の経営の継続が見込まれる

と判断する施設 

（４）社宅 

上記（１）から（３）までの施設に付帯する５戸以上の社宅で

あって、工場等が立地する市町村に立地する施設（工場等が避難

指示区域に立地する場合、土地が取得できない場合その他やむを

得ない事由のある場合は、工場等が立地する市町村以外の補助対

象地域に立地する施設） 

ただし、上記のかっこ書きに掲げる場合であって、第三者委員

会が１．（１）に規定する目的を達成するために必要と認めたと

きは、補助対象地域外の次に掲げる地域に立地する施設 

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、新地町 

 

（５）機械設備 

   上記（１）の施設で行う事業の用に供される機械設備 
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むものとする。ただし、避難住民（東日本大震災の発生時、補助対象地域

に住民票を有する住民）については、補助対象地域外から補助対象地域

内に勤務地を異動した正社員等であれば、住所等の移転は問わない。 

なお、「（４）社宅」については、付帯元となる工場等における新規地元

雇用者及び社宅の管理人を含むものとする。 

投下固定資産額（※） 新規地元雇用者数（注） 

３千万円以上 １人以上 

５千万円以上 ２人以上 

１億円以上 ３人以上 

１０億円以上 ５人以上 

２０億円以上 １０人以上 

３０億円以上 １５人以上 

４０億円以上 ２０人以上 

５０億円以上 ２５人以上 

６０億円以上 ３０人以上 

７０億円以上 ３５人以上 

８０億円以上 ４０人以上 

９０億円以上 ４５人以上 

１００億円以上 ５０人以上 

（※）投下固定資産額は、原則として本補助金の補助対象経費とします。 

（注）新規地元雇用者に含む非正規社員は、1年以上の雇用契約を締結し、

雇用保険に加入している者とする。また、非正規社員の１日当たり労

働時間の合計が、正社員１人の１日当たり労働時間を満たす場合に新

規地元雇用者数１人とする。 

なお、新規地元雇用者数のうち１／３を上限として非正規社員を新

規地元雇用者に算入することが出来る（小数点以下の端数切捨て）。 

（例）新規地元雇用者数が１０人の場合、フルタイム勤務の非正規社員で

あれば３人まで新規地元雇用者に含めることが可能。（非正規社員の労

働時間が短い場合は、上記（注）により算入。） 

 

２ 地域経済効果要件は、次の（１）及び（２）のとおりとする。 

（１）付加価値額（注１）の増加 

補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度

を基準年とし、その翌年からの３年間、付加価値額において年率平均

５.０％以上の増加を達成すること。 

（２）避難指示区域等に立地する企業との取引額（注２） 

① 避難指示区域等に立地する場合 

補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年

度より５年間、避難指示区域等に本店の所在する事業者と補助対象

施設における事業に係る取引を行い、下表の左側に掲げる投下固定

資産額（土地取得費を除く事が出来る。以下この表について同じ。）

ごとにそれぞれの同表の右側に掲げる取引額を５年間の年平均で達

成すること。 
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② 避難指示区域等以外に立地する場合（いわき市、相馬市、田村市の

一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、新地町） 

補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年

度より５年間、避難指示区域等に本店の所在する事業者と補助対象

施設における事業に係る取引を行い、下表の左側に掲げる投下固定

資産額ごとにそれぞれの同表の右側に掲げる取引額を５年間の年平

均で達成すること。 

ただし、上記①及び②について、申請案件がなければ生じえない地

域経済効果が見込まれるものの、当該効果を取引額に基づき判断す

ることが合理的でない場合、客観的な資料により、下表と同等の地

域経済効果を示すこと。 

投下固定資産額（※） 取引額（①の場合） 取引額（②の場合） 

３千万円以上 ０．４億円以上 ０．８億円以上 

５千万円以上 ０．４億円以上 ０．８億円以上 

１億円以上 ０．８億円以上 １．６億円以上 

１０億円以上 ２億円以上 ４億円以上 

２０億円以上 ４億円以上 ８億円以上 

３０億円以上 ６億円以上 １２億円以上 

４０億円以上 ８億円以上 １６億円以上 

５０億円以上 １０億円以上 ２０億円以上 

６０億円以上 １２億円以上 ２４億円以上 

７０億円以上 １４億円以上 ２８億円以上 

８０億円以上 １６億円以上 ３２億円以上 

９０億円以上 １８億円以上 ３６億円以上 

１００億円以上 ２０億円以上 ４０億円以上 

（※）投下固定資産額は、原則として本補助金の補助対象経費とする。 

（注１）付加価値額は、営業利益、人件費及び減価償却費の総計をいう。 

（注２）取引額とは、避難指示区域等に本店の所在する事業者から、補助

対象事業所への価値の提供に対して、補助事業者から対価が支払わ

れるものの合計額をいう。 

（注３）申請案件がなければ生じえない地域経済効果が見込まれるものと

は、既に地域で不可欠なサプライチェーンが確立されており、申請

案件によって避難指示区域等に確実に経済効果をもたらすと見込ま

れるものであって、その旨について関係自治体や第三者の確認を得

たものをいう。 

（注４）取引額に基づき判断することが合理的でない場合とは、申請者が

調達等をしようとする原材料、部品、製品等について、避難指示区

域等に本店の所在する事業者からではその品質、数量等が十分満た

せない場合等をいう。 

（注５）客観的な資料とは、申請者や第三者による資料に加え、取引額と

同等の地域経済効果が及ぶ複数の市町村長が確認した書面を必須と

する。 

（注６）下表と同等の地域経済効果とは、申請者と取引を行う避難指示区
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域等に本店の所在する事業者が、その取引によって生じる売上げ等

をいう。 

（注７）上記２に掲げる地域経済効果要件を満たさない場合は、天災など

補助事業者の責めに負わない理由を除き補助金の返還が必要とな

る。（各会計年度において、これを満たしていなくとも、年平均とし

て経済効果要件を満たせば良いものとする。） 

入 居 維 持 

要 件 

上記「補助対象施設・設備」の「（４）社宅」については、全戸数と比し

て、補助対象地域に立地する工場等で雇用される正社員が入居する戸数が

補助事業完了後３年間の平均で６割以上となるものとする。 

※ 本要件を満たさない場合は延滞加算金も含めた補助金返還の対象とな

る。 

投 資 

計 画 

当該補助事業に係る投資計画について、平成２８年３月２９日（平成  

２８年度予算成立日）より前に対外発表した事業でないこと。 
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Ⅱ 以下の不支給要件のいずれにも該当しないこと 

不支給要件 

１ 次のいずれかに該当した事実があり、その行為態様、役員の関与の有無、違反行

為が行われた期間及び社会的影響等を総合的に勘案して、補助金の交付の相手方と

して不適当であると事務局が認める場合。 

  イ 偽りその他不正の手段によって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）第２条第１

項に規定する補助金等及び適正化法第２条第４項に規定する間接補助金等並

びに施行令第４条第２項第４号に規定する条件として各省各庁の長が定めた

民間事業者等に対する助成金等の交付条件又は契約条件に従い交付する基金

（以下「補助金等」という。）の交付を受け、又は融通を受けたと認められる

場合。 

  ロ 補助金等の他の用途への使用があったと認められる場合。 

  ハ その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこ

れに基づく各省各庁の長の処分に違反した場合（ロに掲げる場合を除く。）。  

ニ 事業主、又は事業主が法人である場合当該法人の役員又は事業所の業務を統括

する者その他これに準ずる者（以下「役員等」という。）が公共機関の職員に

対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され

た場合。 

  ホ 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法

律第５４号）第３条又は第８条第１項第１号に違反した場合 (ヘに掲げる場

合を除く。)。 

  ヘ 役員等が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された

場合。 

  ト 役員等が競売等妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起

された場合。 

  チ 業務に関し、不正競争防止法（平成５年法律第４７号）第２条第１項第１号

又は第１４号に掲げる行為を行った場合。 

  リ 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をした場合。 

ヌ 前各号に掲げる場合のほか、役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により

公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治４０年法律第４５号)の

規定による罰金刑を宣告された場合。 

 

２ 次のいずれかに該当する事業者 

イ 役員等のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）に該当する者及び暴力団の構成員等の統制

の下にあるもの（以下「暴力団員等」という。）のある事業所 

ロ 暴力団員等をその業務に従事させ、又は従事させるおそれのある事業所 

ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する事業所 

ニ 暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所 

ホ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目
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的をもって、暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）の威力又は暴力団員等を利用するなどしている事業所 

ヘ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所 

ト 役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的

に非難されるべき関係を有している事業所 

チ イからトまでに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するな

どしている事業所 

 

（共同申請について） 

申請に当たっては申請事業者単独での申請を原則としますが、申請事業者単独では事業が成

立しない場合（下記例のような場合）には、複数企業での共同申請を認めます。 

（例） 

・設備投資機能、生産企画機能、生産機能、物流機能等がそれぞれ別会社に分散している

場合（製造機能又は物流機能を子会社に委譲している場合等） 

・リース会社を利用する場合（下記参照） 

なお、共同申請の場合には、申請書について、専用の様式がありますので、事務局にご確認

ください。 

 

（設備取得においてリース会社を利用する場合） 

設備取得においてリース会社を利用する場合は、設置事業者とリース会社との共同申請とし、

原則、リース会社は１企業について１社とします（注）。ただし、リースの場合の補助対象は、

リース会社が購入した設備機械装置とし、リース料を構成する手数料、保険料等の経費は対象

とはなりません。リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類（補助金

の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト（調達金利根拠）、手数料、保険料、税金等を

明示）を提示してください。また、契約期間は、導入設備の減価償却期間（複数の場合は最長

のもの）以上として下さい。割賦契約はリースには含みません。なお、土地・建屋の取得にお

いてリース会社を利用する場合は、本補助金の対象とはなりません。 

 

（注）幹事会社として設置事業者が代表となり補助金申請の手続等の一切の手続を行うこと、

補助金返還義務は当該代表の社が負うこと、を条件に共同賃貸方式を認める場合があり

ます。事前に事務局までご相談ください。 

 

（共同申請の場合の補助率の考え方について） 

Ｐ．１１で定める補助率について、共同申請の場合は以下のように申請してください。 

共同申請する企業の組合せ 申請する補助率 

大企業と大企業の共同申請 大企業 

中小企業と大企業の共同申請 大企業 

中小企業と大企業のリース会社との共同申請 中小企業 

中小企業と中小企業の共同申請 中小企業 

 

（中小企業の判断およびみなし大企業の定義について） 

詳細はＰ．２９※２をご参照ください。 
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（補助事業で取得した施設を他者に賃貸する場合） 

原則として、自ら取得し、自ら使用する事業の用に供する施設を補助対象とします。 

ただし、「店舗」、「宿泊施設」については、次の要件を満たす場合は、賃貸に供する部分も補

助対象とします。 

（１）補助対象として申請する施設（以下「申請店舗等」という。）において、自ら使用する部

分と、賃貸に供する部分を明確に区分して、的確に管理できること。 

（２）申請店舗等を、「店舗」、「宿泊施設」に規定する業（以下「基幹事業」という。）の用に

供する事業者（以下「基幹事業者」という。）が自ら取得すること。 

（３）申請店舗等の半分以上の面積について、基幹事業者が実施する基幹事業の用に供するこ

と。 

（４）申請店舗等の上記（３）を除く面積については、基幹事業者が実施する基幹事業の効用

を増加させるために、次のいずれかにより賃貸等を行うこと。 

①基幹事業者以外の事業者に、賃貸すること。 

②基幹事業者が、基幹事業以外の事業の用に供すること。 
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２．補助率及び補助対象経費等について  

（１）補助対象経費及び補助金交付上限額 

補助金の 

名称 

補助対象事業 

補助対象経費の 

区分 
内容 

補助金交付 

上限額 

自立・帰還

支援雇用創

出企業立地

補助金（地

域経済効果

立地支援事

業） 

（１）土地取得費 

（２）土地造成費 

（３）建物取得費 

（４）設備費（※） 

投下固定資産額（地方税法第３

４１条に規定する固定資産のう

ち当該事業の用に供するものの

取得等価格の合計額（消費税及

び地方消費税を除く。））及びこ

れと併せて実施する付帯工事費

等とする。ただし、投下固定資産

で当該事業の用に供するものと

それ以外のものとが区分しがた

いときは、適切な比率をもって

按分するものとする。 

なお、割賦払いに係るもので所

有権を移転するものについて

は、その全額を資産として含む

ものとする。 

原則として３０億

円とする。ただし、

第三者委員会の評

価が特に高い案件

については、５０

億円とする。 

※ 補助対象経費は、当該事業を遂行するために真に必要かつ適切な経費とします。 

※ 設備費とは、補助対象施設において新増設する設備機械装置の購入、据付けに必要な経

費をいう。建物と切り離すことのできない付帯設備は原則として建物取得費に含める。 

※ 次のいずれかに該当する経費については補助対象外となります。 

・交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの 

・申請事業者の人件費 

・既存建物、設備の撤去費・移設費 

・事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 

・電話代、インターネット利用料金等の通信費 

・商品券等の金券 

・文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

・飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 

・自動車等車両の購入費・修理費・車検費用 

・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のため

の弁護士費用 

・振込手数料、公租公課（消費税を含む。）、各種保険料 

・借入金などの支払い利息及び遅延損害金 

・共同申請者間の機械装置等の貸借によるリース料や加工を依頼した際の外注費等 

・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費 

・原則、中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 

・「補助対象施設・設備」のうち、据付け又は固定して利用せず、ほかの場所でも使用可能

な設備・器具・備品類 

・線量低減を目的とする工事に係る費用（反転耕、天地返し、標準的な土地造成の範囲を

大きく超える工事 等） 

・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

なお、応募時に補助対象として申請していた経費について、交付申請書案の確認及びその内
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容の精査の結果、補助対象外と判断され、採択金額どおりの交付決定額とはならない場合がご

ざいますので、あらかじめご了承ください。 

 

（２）補助率 

①福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野に資する事業 

区分 
補助率 

（注 1） 

１ 避難指示区域等（避難指示解除後５年以内）、認定特定

復興再生拠点区域（注２）、認定特定帰還居住区域に該当

する区域 

大企業 ３／４以内 

中小企業 ４／５以内 

２ 上欄の１に該当しない避難指示解除区域等（南相馬

市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村） 

大企業 ２／３以内 

中小企業 ３／４以内 

３ 上欄の１及び２に該当しない避難指示解除区域等（田

村市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村） 

大企業 １／２以内 

中小企業 ２／３以内 

４ １５市町村内の避難指示等の無かった区域（注３） 大企業 １／３以内 

中小企業 １／２以内 

（注１）補助対象施設である「（４）社宅」の補助率は、付帯する工場等が立地する区域の補

助率を適用します。 

（注２）福島復興再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第１７条の２第６項の認定を

受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域であ

って、同法第１８条第２項第２号に規定する企業立地促進区域。 

（注３）上記表４に掲げる区域における採択金額の総計は、３０億円を上限とする。 

○避難指示区域（認定特定復興再生拠点区域、認定特定帰還居住区域を除く）で実施する事

業（補助率：大企業４／５以内、中小企業９／１０以内）については、ご相談ください。 

 

②避難指示区域等における住民の自立・帰還や産業立地の促進等に資する事業   

区分 
補助率 

（注1） 

１ 避難指示区域等（避難指示解除後５年以内）、認定特

定復興再生拠点区域（注２）、認定特定帰還居住区域に

該当する区域 

大企業 ２／３以内 

中小企業 ３／４以内 

２ 上欄の１に該当しない避難指示解除区域等（南相馬

市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村）（注３） 

大企業 ２／５以内 

中小企業 ３／５以内 

３ 上欄の１及び２に該当しない避難指示解除区域等（田

村市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村）（注３） 

大企業 ３／10以内 

中小企業 １／２以内 

（注１） 補助対象施設である「（４）社宅」の補助率は、付帯する工場等の立地する区域

の補助率を適用する。 

（注２） 福島復興再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第１７条の２第６項の認定

を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域

であって、同法第１８条第２項第２号に規定する企業立地促進区域。 

（注３）公募開始時点において、造成中または計画中の下記の団地に立地する場合について

は、下記の補助率を適用する。 
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・小高フロンティアパーク、小高飯崎、浪江町棚塩 RE100、浪江町南、浪江駅前周辺

整備区域、浪江町産業適地、飯舘小宮、飯舘深谷（大企業１／２以内、中小企業

２／３以内） 

・楢葉波倉（大企業２／５以内、中小企業３／５以内） 

○避難指示区域（認定特定復興再生拠点区域、認定特定帰還居住区域を除く）で実施する事

業（補助率：大企業３／４以内、中小企業４／５以内）については、ご相談ください。 

 

３．事業実施期間について 

本公募で採択された場合は、令和７年３月３１日（月）までに本補助金の交付申請を行っ

ていただく必要があります。交付決定後は、補助事業に係る土地・建物等の取得に係る発注

等、速やかに事業に着手し、令和８年３月３１日（火）までに、事業完了（申請書に記載さ

れた新規地元雇用者数が確保され、工事が完了し、経費が全て支払われた時点をいう。以下

同じ。）してください。 

ただし、交付決定後に生じた補助事業者の責めに帰さないやむを得ない事情により当該期

日までに補助事業を完了することができないと見込まれる場合は、所定の手続きにより、事

務局が特に認める場合に限り、令和９年３月３１日を限度として補助事業の完了の日とする

ことができます。 

 

４．補助事業者の義務等 

  本補助金の利用に際しては、以下に記載した事項の他、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律等の規定を遵守していただくことになりますのでご留意ください。 

① 補助事業者は、交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとす

る場合、若しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければ

なりません。 

 ② 補助事業者は、補助事業の交付年度中間の進捗状況の報告を求められた場合、速やかに

報告しなければなりません。 

③ 補助事業者は、補助事業を完了した場合、その日から起算して３０日を経過した日まで

に実績報告書を提出しなければなりません。 

④ 補助事業者は、補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産については、補助

事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的

運用を図らなければなりません。なお、当該取得財産等については、「取得財産管理台帳」

を備えて、別に定める財産処分制限期間中、的確に管理しなければなりません。 

⑤ 補助事業者は、当該取得財産等については、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間においては、処分（補

助金の交付の目的に反して使用、譲渡、貸付け又は担保に供すること）はできません。 

ただし、やむを得ない不測の事態の発生等により、当該取得財産等を処分する必要がある

ときは、事前に承認を受けることにより、当該取得財産等の処分も可能ですが、その場合

には、原則として、補助金の全部又は一部を返納していただくことになります。 

⑥ 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を

整理し、補助事業の完了した日の属する国の会計年度の終了後１０年間保存しなければな

りません。 

⑦ 補助事業者は、雇用の状況については補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計

年度の終了後５年間、避難指示区域等に本店の所在する事業者との取引額の状況について
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は補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度より５年間、付加価

値額の増加状況については補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会

計年度を基準年とし、その翌年からの３年間（以下「報告期間」という。）、補助事業者

の毎会計年度終了後９０日以内に補助事業に係る状況について、事務局に報告しなければ

なりません。ただし、事務局が必要と認める場合には、報告期間終了後も報告を求めるこ

とができます。 

⑧ 補助事業に関係する調査への協力、その他事業成果を発表していただく場合があります。 

 

５．その他 

 ① 今回の申請により提出された補助金申請額（補助率含む。）が交付決定額となるもので

はありません。本公募による採択決定後、交付規程に基づき採択者が提出する交付申請書

の内容を事務局が厳正に審査した上で、交付決定通知書にて交付決定額を通知します。 

② 補助金の支払いは、原則、補助事業完了後、補助事業実績報告書の提出を受け、額の確

定後の精算払いとなります。 

また、特に必要と認められる場合、補助事業の遂行途中での事業の進捗状況、経費（支

払行為）の発生や交付要件等を確認し、所定の手続きを経た上で、当該部分にかかる補助

金が支払われることもあります。 

 ③ 今回の申請にかかる経費は、交付決定日以降に発注等が行われた補助事業に係る経費が

対象となるため、交付決定日以前に発生した経費は、原則として対象となりません。 

④ 国（特殊法人等を含む。）が助成する他の制度と重複した交付申請書の提出（本申請書

の提出以降を含む。）は認められませんのでご注意ください。 

  なお、他の制度との併願・併用について疑問等がありましたら、事前に事務局又は経済

産業省担当課にご相談ください。 

⑤ 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般

の競争に付さなければなりません。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すること

が困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができます。 

⑥ 補助事業者は、工場等の操業開始後１０年以内に操業を休止、又は廃止したとき（災害

により操業が継続できなくなった場合又は企業経営の悪化等により倒産した場合等やむ

を得ないと認められる場合を除く。）は、事務局又は本事業の基金設置法人である公益財

団法人福島県産業振興センター（以下「基金団体」という。）に報告しなければなりませ

ん。また、事務局又は基金団体は、上記の報告を受けたときは、補助事業者に対し補助金

の全部又は一部の返還を求めることができます。 

⑦ 本補助事業は、収益納付は求めないこととします。 

⑧ 新規地元雇用要件達成のための会社都合による解雇や早期退職希望制度等の不当な行

為は一切行ってはいけません。 

⑨ 役員や補助事業者の関係者が保有する土地・建物を補助事業により取得することは、社

会通念上認められません。 

⑩ 様式第３「暴力団排除に関する誓約事項」に反した場合、採択後であっても、採択の取

消または交付決定の取消等の措置が取られます。 

⑪ 地域経済効果要件を満たさなかった場合には、天災など補助事業者の責めに負わない理

由を除き補助金の返還が必要となります。 

⑫ 以下に該当する場合には、不採択又は交付取消となります。 

ア 専ら資産運用的性格の強い事業 
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イ 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三

者に長期間賃貸させるような事業 

ウ 公序良俗に反する事業 

エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第

２条により定める事業 

オ 政治団体、宗教上の組織又は団体による事業 

カ 電気事業法第２条第１項第１６号で定める電気事業（発電した電力を自らが消費する

事業を除く） 

キ その他申請要件を満たさない事業 

⑬ 避難指示区域等に立地する企業との取引パートナーをお探しの場合、福島相双復興官

民合同チーム経由で候補先を紹介させていただくことも可能です。 

 

６．応募申請書類の提出について 

（１）受付期間 

令和６年４月５日（金）～令和６年７月５日（金）正午まで 

※上記期間に jGrantsで申請を実施・完了してください。 

 

（２）提出方法 

応募される方は、別紙申請様式を作成の上、上記期間に補助金申請システム「jGrants」に

て、当該資料を提出してください。jGrants では、電子的に申請を受け付けるとともに、申

請に対する事務局からの通知等も、原則として当該申請システムで行います。jGrants を利

用するには、Gビズ IDの取得が必要です。 

jGrants操作方法：https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

画面上部「申請の流れ」タブ＞「事業者クイックマニュアル」をご確認ください。 

※Gビズ IDの取得には２週間程度を要する場合があるため、余裕を持って準備されるよう

十分ご注意ください。 

なお、設立登記法人及び個人事業主以外の申請者（登記法人ではない実行委員会、組合な

ど）におかれましては、jGrants 使用時に必要な G ビズ ID の取得ができません。このため、

代表申請者を決めていただき当該法人の法人番号等を用いて申請を行ってください。 

提出先は、以下に記載の jGrantsのホームページです。 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（地域経済効果立地支援事業）（四次公募） 

URL： https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000Udc9fEAB 

（注１）受付期間以降の提出（修正、差替、追加を含む。）は受け付けられません。 

（注２）郵送、持参、ＦＡＸ及び電子メール等による提出は受け付けません。また、資料

に不備がある場合は、審査対象となりませんので、注意して提出してください。 

 

（３）事前相談、お問い合わせ先 

  申請書作成にあたってのお問い合わせについては、事務局で受け付けています。 

また、本事業は、新規地元雇用創出効果、地域経済における重要度、被災地への貢献度等

を重視しており、福島県及び立地する市町村の理解と協力を得ることが重要であること、採

択の審査は、福島県の知事から提出される意見書を踏まえて行われる（Ｐ．１６参照）こと

にかんがみ、福島県等への事前相談を行い、理解と協力を得ることを強くお勧めします。 

なお、事前相談は、東北経済産業局でも受け付けています。事務局、東北経済産業局及び

https://www.jgrants-portal.go.jp/
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000Udc9fEAB
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福島県の本件に関する連絡先はＰ．５２「お問い合わせ先」のとおりです。事前相談を希望

される場合には、お待たせしないよう事前に相談日等の電話での予約をお願いしています。 

締切直前は混み合うことが予想されるため、ご希望に添えない場合がありますのでご了承

願います。 

  ※農林水産業に係る事業については、立地先自治体（福島県、立地する市町村）への事前 

相談を行ってください。 

 

（４）事務局のウェブサイト 

本公募に関する情報は、事務局の下記ウェブサイトにも掲載しておりますが、公募要領や

申請書様式等は、jGrants からダウンロードしてください。 

https://www.mizuho-rt.co.jp/topics/jiritsu/chiiki04/02.html（事務局） 

 

（５）提出書類について 

①提出に際しては、本公募要領による様式を必ず使用してください。 

②応募に係る審査は、提出書類に基づき書面審査を行うとともに、場合によりヒアリング等

を行うこともあります。 

 なお、審査期間中、必要に応じ追加説明資料を提出していただくことがあります。 

③「提出書類一覧表」にある提出書類や追加説明資料は返却いたしません。 

 

提出書類一覧表 

提出書類 

書  類  名 様式 

□ 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業（地域経済効果立地

支援事業）の応募について 

様式第１ 

□ 補助事業概要説明書 様式第２ 

□ 投資関係 別添１ 

□ 事業の実現性 別添２ 

□ 事業の将来性 別添３ 

□ 雇用創出効果 別添４ 

□ 地域経済における重要度 別添５ 

□ 被災地への貢献度 別添６ 

□ 市町村復興計画等確認書 別添７ 

□ 補助事業の実施計画（様式第２の１）の添付書類 様式無し 

□ 様式第２の補足資料 様式無し 

□ 暴力団排除に関する誓約事項 様式第３ 

□ 役員等一覧 別添 

（注１）共同申請の場合、様式第２「２～４」、別添１、補足資料については共同申請を構成す

る各社ごとに用意した上で、共同申請単位でとりまとめて提出してください。 

（注２）上記以外にも確認書類等がありますので、Ｐ．４４～４５の「提出書類等チェックシ

ート」を十分にご確認ください。 

（注３）別添７「市町村復興計画等確認書」は「（３）宿泊施設」のみ提出が必要です。 

 

https://www.mizuho-rt.co.jp/topics/jiritsu/chiiki04/02.html
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７．採択の審査及び結果通知について 

（１）採択時の主な審査内容 

  採択の審査は、事務局に設置される第三者委員会において行われます。 

①基本的事項の審査（必須項目） 

ア．補助対象要件 

補助事業の目的に合致しており、かつ「１．（２）補助対象事業者」に掲げる要件を

満たしているか 

イ．補助事業者としての適格性 

応募者は、事業を円滑に遂行するための資金力、経営基盤、ノウハウ、実績等を有

しているか 

ウ．補助事業の実施体制 

応募者は、補助事業を円滑に遂行するための十分な実施体制や販路等を有しているか 

②事業内容に関する審査（加点項目） 

ア．支援の必要性 

  被災の程度が大きく、復興が遅れている地域（市町村）への立地を優遇 

イ．投資計画の熟度 

  企業立地に蓋然性が認められる事業となっているか 

ウ．事業の将来性（※） 

  将来性のある事業となっているか 

エ．雇用創出効果（※） 

  雇用を長期安定的により多く創出する事業となっているか 

オ．地域経済における重要度（※） 

  立地する市町村における住民の帰還状況等を踏まえ、地域経済の活性化や更なる産

業集積に好影響をもたらす事業となっているか 

カ．被災地への貢献度（※） 

  被災地における東日本大震災からの復興に効果をもたらす事業となっているか 

＊加点項目ア～カ共通：「補助対象施設・設備」のうち「（２）店舗」及び「（３）宿泊施

設」については、既存の立地施設（過去公募の採択事業も含む）の有無等の競合状況

を確認させていただいた上で、想定されている顧客層と集客方法を踏まえた投資規模

の適正性（過大投資となっていないか）の観点から審査させて頂きます。 

③福島県の知事の意見書 

以上の審査に当たっては、福島県の知事から提出される意見書を踏まえて行います。 

 

（注１）基本的事項については必須項目のため、様式中（必須）と記載されている項目は全て

記載してください。 

（注２）事業内容に関する審査項目は、記載内容を審査し加点を行うための項目です。そのう

ち※の項目については様式があります。なお、当該項目への記載は任意とします。 

（注３）審査の結果、同点により一方を採択する必要がある場合にあっては、賃上げに係る取

組状況等を踏まえて採択事業者の決定を行います。なお、賃上げに係る取組状況につ

いては、該当する場合に改めて報告依頼をいたしますので、応募申請書に記載の必要

はありません。 

（注４）自社として策定した「パートナーシップ構築宣言」の写しの提出があり、「パートナー

シップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表していることが確認された企業
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については、加点を行います（申請様式の別添５を参考のこと）。 

    なお、複数事業者による共同申請の場合は、共同申請者全者が実施する事が必要です

（ただしリース会社は除く）。 

 

（２）採否の通知等 

審査結果（採択又は不採択）の決定後、事務局から速やかに jGrants にて通知します。 

採択者は、補助金の交付などの執行に係る必要な手続きについても、jGrants で行ってい

ただきます。 

 

（３）公募のスケジュール 

令和６年４月５日（金）               受付開始 

令和６年７月５日（金）正午まで           四次公募受付締切 

令和６年７月８日（月）～ 同年９月中旬       採択審査 

令和６年９月下旬～                 採択先決定～交付申請 

令和６年１１月～                  交付決定（※） 

令和７年３月３１日（月）              交付申請期限 

※ 交付決定後、事業開始（発注・購入・契約・新規地元雇用者の採用）が可能となります。 

 

（４）その他 

本制度では、提出書類の取扱いは厳重に行い、企業秘密保持の観点から応募者の了解なし

には応募の詳細内容等の公表は行いません。ただし、他の助成機関等からの依頼・問い合わ

せ等に対して、その内容を妥当と認めた場合は、使用目的を限って、その機関に申請者名、

事業名、大まかな事業内容等を知らせることがあります。 

また、公募の結果として、採択事業者名、事業実施場所、大企業／中小企業の別、事業内

容等について公表します。さらに補助対象事業終了後、補助金交付額についても、原則公表

する予定です。 

 

８．事前着手の承認のための申請・承認の結果通知について 

本制度では、事業の開始（発注・購入・契約・新規地元雇用者の採用）は、交付決定後に

行うことを原則としており、交付決定前に事業開始された場合は、原則、補助金の交付を行

いません。 

経済産業省では、東日本大震災で原子力災害により甚大な被害を受けた地域に対し、緊急

的に支援を講じることにより、震災からの早期復興を図っていきたいと考えております。 

このため、交付決定前に発注・購入・契約等を行わないことにより、代替性の低い進出予定

地が確保できなくなる、供給先からの発注に応えられなくなる、競合他社との受注競争にお

いて著しく不利になる、企業立地の機会を失いかねない多大な損失が発生するなど、真にや

むを得ないと判断される場合に、合理的根拠を有する工事等の期間内での事前着手の必要性

について、本補助金の公募開始日（令和６年４月５日）以降に事務局の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日以降、補助金交付決定日までの間に発注・購入・契約等を行った事

業に要する経費を、特例として対象とする場合もあります。ただし、当該経費は補助対象経

費として認められるものに限られます。 

なお、交付決定前の事業の着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するも

のではありません。また、承認前に着手した案件についてはいかなる理由があろうとも補助

対象経費として認められませんので、ご注意ください。 
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（１）受付期間 

令和６年４月５日（金）～令和６年７月５日（金）正午まで 

※上記期間にjGrantsで申請を実施・完了してください。 

 

（２）提出方法 

応募される方は、公募期間においては、本補助金の交付を受けるための申請書類とともに、

事前着手の承認のための申請書類（注）を別添様式（Ｐ．４９～５０）により作成の上、上

記期間に補助金申請システム「jGrants」にて、当該資料を提出してください。（jGrantsの

利用方法等については、Ｐ.１４をご参照ください。） 

（注）事前着手の承認のための申請書類は、以下のとおり。 

①交付決定前に発注・購入・契約等を行わないことにより、代替性の低い進出予定地が

確保できなくなる、供給先からの発注に応えられなくなる、競合他社との受注競争に

おいて著しく不利になるなど、企業立地の機会を失いかねない多大な損失が発生する

ことの説明等（事前着手承認申請様式） 

②補助対象事業の今後の生産計画 

③補助対象事業の工事等の計画 
 

この承認のための申請書と、本補助金の申請書類を合わせて提出していただきます。申請

書提出後の修正･追加提出等は認められませんので、ご注意ください。また、事前着手の申請

は、応募申請時のみの手続きであって、応募受付期間外での申請はできません。 

提出先は、以下に記載の jGrantsのホームページです。 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（地域経済効果立地支援事業）（四次公募） 

URL： https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000Udc9fEAB 

（注１）受付期間以降の提出（修正、差替、追加を含む。）は受け付けられません。 

（注２）郵送、持参、ＦＡＸ及び電子メール等による提出は受け付けません。また、資料に

不備がある場合は、審査対象となりませんので、注意して記入してください。 

（注３）「事前着手のための承認申請書」は、応募申請書類と合わせて提出してください。 

 

（３）事前相談、お問い合わせ先 

  事前着手の承認のための申請を行う方は、事前着手の必要性等を事前に必ず事務局にご相

談ください。締切期限の直前は混み合うことが予想されるため、お早めにご相談ください。 

  なお、本補助金の交付を受けるための申請書類に関するお問い合わせは、事務局にご相談

ください。事務局等については、Ｐ．５２「お問い合わせ先」のとおりです。 

 

（４）事務局のウェブサイト 

本公募に関する情報は、事務局の下記ウェブサイトにも掲載しておりますが、公募要領や

申請書様式等は、jGrants からダウンロードしてください。 

https://www.mizuho-rt.co.jp/topics/jiritsu/chiiki04/02.html（事務局） 

 

（５）提出書類について 

①提出に際しては、本公募要領による様式を必ず使用してください。 

②応募に係る審査は、提出書類に基づき書面審査を行うとともに、場合によりヒアリング等

を行うこともあります。 

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000Udc9fEAB
https://www.mizuho-rt.co.jp/topics/jiritsu/chiiki04/02.html
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 なお、審査期間中、必要に応じ追加説明資料を提出していただくことがあります。 

③「提出書類一覧表」にある提出書類や追加説明資料は返却いたしません。 

 

（６）事前着手の承認の可否の通知等 

事前着手の承認の可否の決定後、事務局から結果を速やかに jGrants にて通知します。 

（注１）事前着手の承認が得られた場合でも、本補助金の交付を受けるための採択審査

の結果、採択されなかった場合は、本補助金の交付を受けることはできません

ので、ご注意ください。 

（注２）事前着手の承認が得られなかった場合、交付決定日よりも前に発注、購入、契約

等を実施したものの経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。 

 

（７）留意点 

①事前着手申請は、補助事業の採択に先立ち補助事業の開始を希望する場合に、応募申請様

式とともに提出するものです。様式記載事項を審査し、承認したものについては、事務局

による事前着手の承認日以降、補助事業を実施することができます。事務局による事前着

手の承認日以前に実施された事業については、いかなる理由があろうとも、補助の対象と

できません。 

②補助事業は、補助事業の採択及び交付決定を経た上で実施することが原則であるため、事

前着手に係る審査は厳格に行います。その結果、事前着手の必要性が十分に認められない

と判断された場合には、事前着手は承認されません。 

③事前着手を事務局が承認した場合であっても、補助事業の採択を約束するものではありま

せん。 

④事前着手が認められ、また補助事業として採択された場合であっても、３者見積の取得等

の証憑類の整備について、事前着手を行わない場合と同様に、本事業に関するルールや規

程が適用されます。 

⑤新規地元雇用者の雇入れや抵当権の設定等は、事前着手の承認を以て認められるものでは

なく、交付決定後でなければ認められません。 

⑥事前着手のための承認申請を検討される場合には、確認事項がありますので、あらかじめ

福島県に相談するとともに、事務局までご連絡ください。 

⑦事前着手の理由が不十分と判断される場合は、申請の取下げをお願いすることになります。 
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応募申請様式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「必須」項目に記載がない場合は、審査の対象外として不採択となりますので、 

ご注意ください。なお、第三者委員会では「加点」項目も含めて総合的に審査を 

実施します。 

 

※ 応募申請書様式第１、第２及び第３は、jGrants からダウンロードした「Excel フ

ァイル」で作成していただき、申請する金額・人数等の数値や文言に書類内での

不整合がないか確認した上で、ご提出ください。 

なお、共同申請の場合は、専用の様式をご使用ください。 
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（様式第１）（必須）  

                                                         令和    年     月     日  

  自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業事務局長  殿  

                               申請者     住所   

                                        氏名    法人の名称  

                                                 及び代表者の役職・氏名    印（省略可） 

 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業（地域経済効果立地支援事業）  

の応募について  

 

 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業（地域経済効果立地支援事業）について、

不支給要件に該当しないことを確認の上、下記のとおり応募します。  

 

                                          記  

 

１．補助事業の名称  

   

２．補助事業の目的及び内容  

（１）補助事業（下記のいずれかに○を記載）  

Ⅰ .福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野に資する事業  

※Ⅰの事業を行う場合、以下の重点推進分野のうち、該当するものに○を記載

（複数回答可）  

① 廃炉 

② ロボット・ドローン 

③ エネルギー・環境・リサイクル 

④ 農林水産業 

⑤ 医療関連 

⑥ 航空宇宙 

Ⅱ .避難指示区域等における住民の自立・帰還や産業立地の促進等に資する事業  

 

（２）補助事業の目的  

 

（３）補助事業の内容  

 

３．補助事業の開始及び完了予定日  

（開始予定日）令和●年●月●日  

（完了予定日）令和●年●月●日  
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４．補助事業に要する経費                               円  

 

５．補助対象経費                                        円  

 

６．補助金交付申請額                      円  

 

７．補助率                         ●／●  

 

８．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額  

経費の区分 

経費の内訳 

補助事業に 

要する経費(注1) 
補助対象経費(注2) 補助金交付申請額(注3) (注4) 

土地取得費 円 円 円 

土地造成費 円 円 円 

建物取得費 円 円 円 

設 備 費 円 円 円 

そ の 他 円   

合計(注5) 円 円 円 

（注１）当該事業を遂行するために必要な経費で、補助対象外となる経費も含む額を意味します。 

（注２）消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を記入してください。 

（注３）「補助対象経費」のうちで補助金の交付を希望する額で、その限度は、「補助対象経費」に補

助率を乗じた額（１円未満は切捨て）をいいます。 

（注４）補助率は、地域区分及び大企業・中小企業の別から設定される率を適用してください。 

（注５）補助金交付申請額の合計は、補助対象経費に補助率を乗じて算出しているため、経費の内訳

の合計と一致しない場合があります。 

 

９．同上の金額の算出基礎  

（土地取得費）補助対象経費（●円）×補助率（●／●）＝ 補助金交付申請額 

（土地造成費）補助対象経費（●円）×補助率（●／●）＝ 補助金交付申請額 

（建物取得費）補助対象経費（●円）×補助率（●／●）＝ 補助金交付申請額 

（設備費）  補助対象経費（●円）×補助率（●／●）＝ 補助金交付申請額 
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（様式第２）（必須） 

                                         

                             住  所                                                

               氏  名（法人の名称及びその代表者の役職・氏名）  

                                                      

補助事業概要説明書 

 

１．補助事業の実施計画  ＊様式第１の詳細を記載してください。 

(１)  補助事業の目的及び内容 

 （イ）目的及び工場・店舗等立地計画の内容 

 

  （ロ）投資予定の工場・店舗等の概要 

「補助対象施設・設備」

の種類 
 

工場・店舗等の名称  

工場・店舗等の所在地 

（住所） 
 福島県   市   町●番●号 

敷地面積 ㎡ 建築面積 ㎡ 

用地取得年月日 

（取得済みの場合） 
西暦   年   月   日 

主要製品名等  

業種分類 

 

中分類 

番号 

 

分類項目名 

業 

小分類  業 

＊業種分類は、総務省「日本標準産業分類」より、該当する情報を記載してください。 

＊投資予定の施設の所在地・業種が複数の場合は、施設ごとに表を分けて記載してください。 

＊投資予定の施設が「宿泊施設」の場合、主要製品名等は空欄で可。 

＊今回投資予定の施設が「社宅」の場合は、上表には社宅について記載し（主要製品名等、業種

分類は空欄で可）、付帯元となる工場等については下表に記載してください。 
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   （社宅の付帯元となる工場・店舗等） ※社宅の場合のみ 

付帯元施設の種類  

工場・店舗等の名称  

工場・店舗等の所在地 

（住所） 
 福島県   市   町●番●号 

主要製品名等  

業種分類 

 
中分類 

番号 
 

分類項目名 
業 

小分類  業 

＊付帯元の施設が「宿泊施設」の場合、主要製品名等は空欄で可。 

 

 （ハ）事業実施部分の土地・建物の所有関係 

 補助事業開始前 補助事業開始後 

土地の所有権者   

建物の所有権者   

   ＊他者所有の場合には、使用契約期限を付記してください。 

 

 (２) 補助事業の実施期間 

 （イ）土地取得（予定）      令和●年●月●日 

 （ロ）造成工事着工（予定）    令和●年●月●日 

 （ハ）建物工事着工・取得（予定） 令和●年●月●日 

 （ニ）設備設置開始（予定）    令和●年●月●日 

 （ホ）操業開始（予定）      令和●年●月●日 

   ＊本補助事業で実施を予定していない項目は記載なしのままで結構です。 

 

（３） 雇用の状況及び雇用計画（補助事業を行う事業部門） 

 
補助金申請時 補助事業完了日時点（予定） 

従業員数 
 

人 

 

人 

 
うち正社員等数（注１） 

 

 人 

 

 人 

  
うち補助事業期間中に雇用する 

新規地元雇用者数（注２、３） 

 

 人 

うち 

その他雇用者数（注４） 

 

 人 

 

 人 

 

（注１）非正規社員は、1 年以上の雇用契約を締結し、雇用保険に加入している者とします。なお、

非正規社員のカウントについては下記により計算します。 
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＜計算式＞ 

（非正規社員の所定労働時間（月平均）×非正規社員の雇用者数（月平均））÷正社員の所

定労働時間（月平均） 

（注２）共同申請の場合は、新規地元雇用者の増加予定従業員数の申請者別内訳を明示してください。 

（注３）１／３（小数点以下の端数切捨て）を上限として非正規社員を算入することが出来ます。 

（注４）短期間パート（１年未満）、派遣職員、委託職員、再雇用者等について記載してくださ

い。 

 

 (４) 添付書類 

  （イ）上記（１）～（３）の根拠となる資料 

・別添１（投資関係） 

以下を基本として図面等を別添６以降に分かりやすく添付してください。 

（公募要領Ｐ．４４～４５の＜提出書類等チェックシート＞を必ず確認してください） 

（付近見取図、土地の図面） 

- 補助事業の実施場所の付近見取図 

- 取得する土地の図面 

（工場・店舗等の設計図、設備の配置図） 

- 工場・店舗等の配置図 

- 工場・店舗等の設計図 

- 設備の配置図 

（その他） 

- 別添 1 に記載した金額の算出根拠資料（見積等（提出は任意）） 

- 上記を補足説明できる資料 

（ロ）その他説明資料（別添２～７）  
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２. 補助事業の収支予算（共同申請の場合は事業者ごとの予算記入） 

  (１) 収入                                               （単位：円） 

項   目 金   額 

自己資金          

起債又は借入金（注１）          

その他          

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金          

上記以外の補助金          

合 計           

  （注１）当該起債又は借入に関する資金計画（資金調達先、返済計画等）について分かる資料（親会

社や出資企業等がある場合はその会社の財務資料など）を添付してください。また、補助事業で

取得した財産に抵当権（但し交付決定後に限る。また根抵当は認められない。）を設定する予定の

場合、以下にその旨を記載してください。なお、補助事業実施場所である土地や改修工事を行う

既存建物について抵当権（根抵当権含む）が既に設定されている場合、建物取得費は補助対象と

して認められず、設備等も補助対象として認められない可能性がありますので、事前に必ず事務

局までご相談ください。 

 

【上記の補足説明】 

 

 

 

 ※資金計画に関する詳細説明（補助事業の実現に必要な資金計画の熟度を評価しますので、該当する

項目に○を付け、詳細にご説明ください。また、参考となる資料として、補足書類「金融機関の同

意または内諾を示す資料」や「起債又は借入れに関する資金計画」について添付してください。 

選択肢（複数回答可） 左記の詳細説明（相談先の固有名詞や種別（商工会、商工会議所、金融

機関、税理士、民間ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社等）を記載してください。枠は適宜

広げてください。） 

 
資金調達先の検討ま

では至っていない 

 

 
具体的な資金調達先

の検討済 

検討先の名称、担当部署、担当者名（                      ） 

説明 

 

金融機関・税理士・

認定経営革新等支援

機関（注）等の専門

家へ相談済 

相談先の名称、担当部署、担当者名（                      ） 

説明 

 

 
金融機関から起債又

は借入金の内諾済 

内諾先の名称、担当部署、担当者名（                      ） 

説明 

 
補助金以外は全額自

己資金で対応予定 

 

 注）認定経営革新等支援機関認定制度の概要 

税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、

中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の
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高い支援を行うための体制を整備するものです。 

詳細は以下の HP 等をご覧下さい。 

関連 HP https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/ 

 

(２) 支出                                                    （単位：円） 

 
補助事業に 

要する経費 
補助対象経費 

経費の負担区分 

補助事業者の負担額 補助金交付申請額 

土地取得費     

土地造成費     

建物取得費     

設備費     

その他     

合   計     

 

３. 実施体制図 

（記述内容） 

本事業を円滑に遂行するための実施体制が十分かどうかについてご説明ください。 

・実施体制図には、担当者の氏名・役職・役割分担等を記載する。 

・操業以降の実施体制ではなく、本補助事業の実施体制を記載すること。 

・役割には、例えば“全体管理”“建物関係”“設備関係”“採用関係”等を明記すること 

・共同申請の場合は、共同事業全体での実施体制図を具体的に記載のこと 

また、「共同事業の構造、各事業者の役割」を体制図内か本様式内に１頁で説明すること 

・業務実施体制 

※以下の項目を含めて実施体制図を示して具体的に記述してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・氏名 ・役職 

・本事業における役職名 

・本事業における役割 等 

リーダー 

氏名 

役職 

役割 

サブリーダー 

氏名 

役職 

役割 

メンバー 

氏名 

役職 

役割 企画担当 

メンバー 

氏名 

役職 

役割 調達担当 

メンバー 

氏名 

役職 

役割 雇用計画担

当 
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４. 補助事業者の概要 

会社概要 

※各項目について、直近決算年度末の数値を、申請企業の単体ベースで記入してください。 

※共同申請の場合には、以下の表をコピーし、共同申請を構成する全ての事業者ごとに記載してください。 

※応募者の概要がわかるもの（パンフレット等）、決算報告書（貸借対照表及び損益計算書）（申請企業

の単体ベース、ただし、連結がある場合には、連結決算も併せて提出）（直近３年分）及びリース契約

書（案）、リース料金計算書（案）（リースの場合）も添付してください。 

事前着手申請の

有無 
○or× 

共同申請の有無 ○or× 

社 名 （法人番号(13 桁)（※1）         ） 

代 表 者 

役職・氏名 
 

連 絡 先 
Tel:                     Fax: 

E-mail: 

本社所在地 〒 

福島県内の 

主な事業所 
○○支社 （福島県○○市）、 □○工場 （福島県○○市） 等 

福島県外の 

主な事業所 
○○支社 （□□県○○市）、 □○工場 （□□県○○市） 等 

設立年月日 西暦 年 月 日 決算月  中小企業 

（※2） 

（中小企業の

場合は○） 

○or× 
資 本 金  千円 従業員数  人 

事 業 内 容  

経営の状況 
令和●年度の 

決算額 

令和●年度の 

決算額 

令和●年度の 

決算額（最新） 

売上高 千円 千円 千円 

営業利益 千円 千円 千円 

経常利益 千円 千円 千円 

当期純利益 千円 千円 千円 

課税所得金額（※3） 千円 千円 千円 

純資産   千円 

主な出資者 

（出資比率） 

○○○(株)（60%） 

(株)▽□○（30%） 

(株)□○○（1%） 

【×】 

【○】（中小企業の場合は○） 

【×】 

事業継続計画 

（ＢＣＰ）作成

の有無 

○or× 
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※1 法人番号は国税庁のホームページにて検索可能。（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/） 

※2 中小企業の判断については、以下の通り業種ごとに資本金基準又は従業員基準のいずれかを満足す

る企業及び個人を指すものとします。 

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除

く。）は、資本金 3 億円以下または従業員 900 人以下、旅館業は、資本金 5 千万円以下または従業員

200 人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は、資本金 3 億円以下または従業員 300 人以下。 

ただし、以下の項目に該当する中小企業を除く。 

・ 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が、同一の中小企業以外の企業（以下「大企業」と

いう。）（特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、株式会社産業革新投資機構、株

式会社 INCJ、投資事業有限責任組合、産業競争力強化法第 106 条第１項に規定する認可特定投資事

業者及び平成 30 年改正前の産業競争力強化法第 97 条第１項第１号に規定する対象事業者を除

く。）の所有に属している法人（以下「みなし大企業」という。） 

・ 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が、同一のみなし大企業（特定ベンチャーキャピタ

ル、中小企業投資育成株式会社、株式会社産業革新投資機構、株式会社 INCJ、投資事業有限責任組

合、産業競争力強化法第 106 条第１項に規定する認可特定投資事業者及び平成 30 年改正前の産業

競争力強化法第 97 条第１項第１号に規定する対象事業者を除く。）の所有に属している法人 

・ 発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が、複数の大企業（みなし大企業を含む。特定ベン

チャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、株式会社産業革新投資機構、株式会社 INCJ、投資

事業有限責任組合、産業競争力強化法第 106 条第１項に規定する認可特定投資事業者及び平成 30

年改正前の産業競争力強化法第 97 条第１項第１号に規定する対象事業者を除く。）の所有に属して

いる法人 

・ 役員の総数の２分の１以上を大企業（みなし大企業を含む。特定ベンチャーキャピタル、中小企業

投資育成株式会社、株式会社産業革新投資機構、株式会社 INCJ、投資事業有限責任組合、産業競争

力強化法第 106 条第１項に規定する認可特定投資事業者及び平成 30 年改正前の産業競争力強化法

第 97 条第１項第１号に規定する対象事業者を除く。）の役員又は職員が兼ねている法人 

・ 確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得金額の年平均額が

15 億円を超えている法人 

※3 課税所得金額は、確定している（申告済みの）直近３年分の各年又は各事業年度の課税所得金額を

法人税申告書の別表四「所得額又は欠損金額」により記載すること。 

  

業種分類 資本金基準 

(資本金の額又は出資の総額) 

従業員基準 

（常時使用する従業員の数） 

製造業その他 3 億円以下 300 人以下 

卸売業 1 億円以下 100 人以下 

小売業 5 千万円以下 50 人以下 

サービス業 5 千万円以下 100 人以下 
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現行の工場・店舗等の状況 

※増設又は既に福島県内に工場・店舗等がある場合記載してください。複数ある場合は枠内に行を分

けて、①②などと記載してください。 

工場・店舗等の名称  

工場・店舗等の所在地

（住所） 
福島県    市    町    番地 

敷地面積 ㎡ 建築面積 ㎡ 

主要製品・サービス等  

雇用状況 

福島県内事業所全体 人 

補助対象事業部門（県内） 人 

業種分類（中・小分類）         業（分類番号 中分類     小分類     ） 
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５. 補助要件確認 

担当者 

（役職・氏名） 
 

担当者（申請者のみ） 

連絡先 

Tel:                     Fax: 

E-mail: 

事務所所在地：〒  

事業実施場所（住所） 福島県   市/町/村    （市町村以降住所を記載） 

補助対象地域区分 

（公募開始日現在） 

該
当
地
域
に
◯ 

 １ 
避難指示区域等（解除から５年以内）、認定特定復興再

生拠点区域、認定特定帰還居住区域 

 ２ 
上欄の１に該当しない避難指示解除区域等（南相馬

市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村） 

 ３ 
上欄の１及び２に該当しない避難指示解除区域等（田

村市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村） 

 ４ １５市町村内の避難指示等の無かった区域 

 ５ 

小高フロンティアパーク、小高飯崎、浪江町棚塩

RE100、浪江町南、浪江駅前周辺整備区域、浪江町産業

適地、飯舘小宮、飯舘深谷 

 ６ 楢葉波倉 

対象施設区分（当ては

まるもの全てに○） 

１ 工場 

２ 物流施設 

３ 試験研究施設 

４ コールセンター、データセンターの用に供される施設 

５ 店舗 

６ 宿泊施設 

７ 社宅 

８ 機械設備 

９ その他 

補助率 ●／● 中小企業 or 大企業 

交付要件（雇用要件） 

投下固定資産額（１千万円未満切捨） 

新規地元雇用者数（※１） 補助対象経費 

合計 

土地取得費を除く 

補助対象経費 

億円 億円 人 

交付要件（経済効果要

件） 

 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後 

付加価値額の増加 

（年率平均伸び率） 
 ％ ％ ％  

避難指示区域等に

立地する企業との

取引額（※２） 

億円 億円 億円 億円 億円 

投資計画 

投資計画を平成２８年３月２９日より前に対外公表していないか。 

１．対外公表していない 

２．対外公表している（補助対象外） 

補助事業の復興推進計

画との整合性 （※

３） 

整合性の有無 

（有：○ 無：×） 

計画名：                                 

策定者：                                 

整合箇所：                                

整合内容：                                

                                       

○or× 
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国（特殊法人等を含

む。）が助成する他の

制度との併願・併用状

況 

併願・併用の有無 

（有：○ 無：×） 

助成者：                                 

制度名：                                 

助成内容（※４）：                            

                                       
○or× 

補助事業の内容 

用地の取得 

（新規取得は○） 

建屋の取得（※５） 

（取得は○） 

設備の取得 

（取得は○） 

○or× ○or× ○or× 

（×の場合、内容を

記載のこと） 

（×の場合、内容を記

載のこと） 

（×の場合、内容を記載

のこと） 

※１ 様式第２ １．（３）の補助事業期間中に雇用する新規地元雇用者数を記載してください。 
※２ Ⅰ 補助要件の交付要件２（２）ただし書に該当する場合、申請事業者と取引を行った避難指示

区域等に本店の所在する取引先が、当該取引によってもたらされる売り上げ見込み額を記載して
ください。 

※３ 復興推進計画とは東日本大震災復興特別区域法（平成２３年法律第１２２号）に基づくもの 
※４ 補助対象、補助率等を記載してください。 
※５ 「対象施設区分」のうち「５ 店舗」、「６ 宿泊施設」及び「７ 社宅」は、建屋の新規取得（新

増設または既存建屋購入）が補助要件です。 
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（別添１） 

 

投資関係（必須） 

 

１．投資計画（共同申請の場合は事業者ごとに記入してください） 

（１）年次計画                                                （単位：千円） 

 令和   年 令和   年 令和   年 令和   年 令和   年 
計 

（１年次） （２年次） （３年次） （４年次） （５年次） 

【補助対象分】       

土地取得費       

土地造成費       

建物取得費       

設備費       

小計       

【補助対象外分】       

土地取得費       

土地造成費       

建物取得費       

設備費       

その他       

小計       

合計       

 

（２）投資内訳 

投資内容 

単価 

(円) 

数量 

（単位） 

金額 

(円) 

備考 

（内訳金額の算出根拠資

料を添付している場合は

資料番号及び本表記載金

額が説明されている頁数

を明記） 

【補助対象分】     

土地取得費     

    積算根拠①(pXX) 

小計     

土地造成費     

    積算根拠②(pXX) 

小計     

建物取得費     

例）第一工場（建

物番号Ａ） 

   見積③(pXX) 

例）事務所棟（建

物番号Ｂ） 

   見積④(pXX) 
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小計     

設備費     

例）○○工作機

（設備番号Ｃ） 

   見積⑤(pXX) 

例）△△天井ｸﾚｰﾝ

（設備番号Ｄ） 

   見積⑥(pXX) 

小計     

合 計（ａ）     

【補助対象外分】     

土地取得費     

     

小計     

土地造成費     

     

小計     

建物取得費     

     

小計     

設備費     

     

小計     

その他     

     

小計     

合 計（ｂ）     

総計（ａ＋ｂ）     

※記載例のとおり費目毎に書くこと。 

※適宜、行は追加してください。 

 

（３）工場・店舗等立地等手続の迅速化関係 

工場・店舗等の立地等手続に関して、自治体の協力が得られる見込みとなっているか 

＊工場立地等手続のワンストップサービス化など工場立地等手続の迅速化が図られている具体的

な内容、市街化調整区域など立地用途上の障害要因が有る場合はその具体的な状況説明と対応

方法や解消見込み時期等に関して記載 
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（別添２） 

【２頁以内】 

事業の実現性（必須） 

 

「採択時の主な審査内容」（公募要領Ｐ．１６）中、「①基本的事項の審査」を行う上で材料となる資料

であり、具体的根拠を含めて内容を詳しく記載すること。 

 

１．新規地元雇用を確保するための方法 

＊ターゲットや募集職種、求人方法などを具体的に記載のこと。必要に応じて、想定している人材

の具体的な内容（例：本社補助事業担当部署における管理職クラス等）、募集方法（例：社内異

動、中途採用、新卒採用、求人広告、ハローワーク）、人材確保に関するスケジュール等、具体的

な人材確保の計画を示す資料を添付すること。 

                                              

                                              

                                              

 

２．類似事業の実績又は現況及び今回事業への応用可能性 

 ＊「補助対象施設・設備」：社宅については、記載不要。 

 ＊必要に応じて、事業の実現性を補足する資料（事業計画の基礎となる根拠資料や、新規設立会社で

ある場合は前身となる会社等がある場合はその会社等や出資企業との関係・提携内容及び類似事

業実績等）を添付すること。 

記載例：申請者××は、○○市において、本事業と同じく△△事業を展開中。申請書○頁記載の

体制図の通り、今回事業にノウハウを有する企業・人材が参画する。 

                                              

                                              

                                              

 

３．本補助対象施設における具体的な受注見込及び根拠 

＊根拠となる資料として、受注見込みが分かる取引先との打合せ議事録や取引先からの要望書等あ

れば添付すること（機密情報の黒消しは可）。 

※「補助対象施設・設備」「店舗」、「宿泊施設」以外：本補助対象施設における具体的な受注見込及

び根拠 

   ＊記載例：主要取引先○○から、令和△△年度に□□円の製品ＸＸ台受注を想定。利益ＹＹ円。 

 ※「補助対象施設・設備」店舗：ターゲットとなる商圏、来客層、事業計画や売上の見込と根拠、競

合状況（既存施設及び立地予定施設（過去公募の採択事業も含む）） 

 ※「補助対象施設・設備」宿泊施設：想定している宿泊客層、宿泊施設の稼動率の見込とそれらの根

拠、競合状況（既存施設及び立地予定施設（過去公募の採択事業も含む）。） 

 ※「補助対象施設・設備」社宅：社宅については付帯元となる施設について上記内容を記載 

（注）立地予定施設については福島県または立地周辺市町村に確認して下さい。 
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（別添３） 

【１頁】 

 

事業の将来性（加点） 

 

 

１．成長性 

新たな需要の創出、売上や利益の増加など、将来性のある事業内容を具体的に記載のこと。 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

 

２．付加価値の創出 

補助事業終了後の翌会計年度を基準年とし、その翌年からの３年間、付加価値額を年率平均5.0%

以上の増加を見込む計画を記載のこと。 

（単位：百万円） 

 直近の 
決算年度 
[ 年 月] 

補助事業終
了年度 
[ 年 月] 

１年後 
(基準年度) 

[ 年 月] 

２年後 
[ 年 月] 

３年後 
[ 年 月] 

４年後 
[ 年 月] 

 

① 売 上 高       

② 営 業 利 益       

③ 経 常 利 益       

④ 人 件 費       

⑤ 減価償却費       

付加価値額(②+④+⑤)       

伸び率（％）       
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（別添４） 

【１頁】 

 

雇用創出効果（加点） 

 

売上げ（計画）と雇用効果の推移 

 

令和 

 

年度

（※） 

令和 

 

年度 

令和 

 

年度 

令和 

 

年度 

令和 

 

年度 
 累計 

売上げ（計画）          （百万円）       

補助事業を行う事業部門の申請時における雇用

数(a)                 (人) 
     － 

補助事業を行う事業部門の雇用数(b) (人)       

 

うち正社員等数（人）       

 うち新規地元雇用者数（人）       

うちその他雇用者数（人）       

補助事業を行う事業部門における補助事業によ

る雇用増加累計値(c)      (人・年) 

(c)＝(b)－(a)＋前年度(c) 

     － 

雇用創出効果(d)      (人・年/億円) 

(d)＝(c)÷補助対象経費 
     － 

各年度の雇用創出効果(e)   (人・年/億円) 

(e)＝(d)－前年度(d) 
     － 

※補助事業完了年度（但し、補助事業を行う事業部門の雇用数(b)は、補助事業完了時の人数とします。）

また、本表における年度は、補助事業者の会計年度の始まりの月の年とします。 

※「補助対象施設・設備」の「社宅」の場合は、付帯元となる工場等について記載してください。 

※非正規社員は、1 年以上の雇用契約を締結し、雇用保険に加入している者とする。非正規社員のカウン

トについては下記により計算する。 

＜計算式＞ 

（非正規社員の所定労働時間（月平均）×非正規社員の雇用者数（月平均））÷正社員の所定労

働時間（月平均） 

なお、新規地元雇用者数については、１／３（小数点以下の端数切捨て）を上限として非正規社員を算

入することが出来る。 
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（別添５） 

【４頁以内】 

地域経済における重要度（加点） 

 

 １．福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野との関係（重点推進分野に取り組む場合のみ） 

（１）福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野（該当の分野に○を記載） 

 ① 廃炉 

 ② ロボット・ドローン 

 ③ エネルギー・環境・リサイクル 

 ④ 農林水産業 

 ⑤ 医療関連 

 ⑥ 航空宇宙 

（２）補助事業と重点推進分野との関係、 

＊補助事業が重点分野の推進にどのように貢献するか具体的に記載のこと。 

                                                      

                                                      

                                                      

 

２．地域経済への波及効果 

＊本事業実施による産業集積の効果など、地域経済及び地域産業への波及効果、被災地域経済の

自立に向けた貢献内容を具体的に記載のこと。 

例：進出しようとする地域の企業と協力関係、今後の協力関係構築等を踏まえた効果 

＊地域の計画的な産業集積施策など、県等公的団体が推進する地域活性化施策のうち、企業立地

促進との関連がある事業との関連性を具体的に記載のこと。 

例：県等公的団体が造成する工業団地への進出 

＊本事業実施がなければ生じえない地域経済効果及び交付要件の表で定める地域経済効果と同

等の効果について、申請者と取引を行う被災地事業者が、その取引によって生じる売上げのう

ち、当該取引による影響分について、具体的な内容を記載のこと。また、複数の市町村長が確

認した書面もあわせて添付すること。 

例：被災地で高いニーズがあるが供給できていない製品、当該製品を生産・供給することで、

被災地の事業者の事業活動、取引等が拡大する等 

＊自社として策定した「パートナーシップ構築宣言」の写しの提出があり、「パートナーシップ構

築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表していることが確認された企業（下記ポータルサ

イト内の公表先 URL を記載してください）については、加点を行います。 

 なお、複数事業者による共同申請の場合は、共同申請者全者が実施する事が必要です（ただし

リース会社は除く）。 

 ＜参考＞パートナーシップ構築宣言について 

「パートナーシップ構築宣言」は、取引先との共存共栄の取組や「取引条件のしわ寄せ」防止について、

企業の代表者の名前で宣言するもの。ポータルサイトにおける宣言の公表手続き等の詳細については、以

下のホームページを参照のこと。 

 https://www.biz-partnership.jp/ 

【パートナーシップ構築宣言に関する問い合わせ先】 

＜経済産業省中小企業庁事業環境部企画課＞ 

https://www.biz-partnership.jp/
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TEL：０３－３５０１－１７６５ 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

 

３．地元への定着力や地域経済の担い手としての役割の向上 

＊本事業を実施することによる地元への定着力向上について、具体的に記載すること。 

 例：新たな用地の取得による企業活動の継続、新たなマザー工場の建設等、及びそれが定着力

向上に果たす具体的な効果 

＊本事業実施後の地域経済の担い手としての役割の向上について、具体的に記載すること。 

 例：生産ラインの強化による地域特性を生かした付加価値の創出、高度なエンジニアの集積、

地元取引先との一体化によるサプライチェーンの強化等、及びそれが担い手としての役割向上

に果たす具体的な効果 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

 

４．地元事業者の活用 

＊本事業を実施することによる地元（避難指示区域等に本店の所在する事業者）との取引につい

て、具体的に記載すること（必ずしも企業名を特定する必要はない。） 

＊どのように取引量の要件を達成する予定であるか記載すること。 

 例：事業を実施するに際し地元事業者から部材等を調達する計画、本事業による取引先がどの

ような経済活動で売上げを上げられるのか等 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

 

５．避難指示区域等に立地する企業との取引額 

＊補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度より５年間、避難指示区域

等に本店の所在する事業者と補助対象における一定の取引額を確保する計画を記載 

＊取引額とは、避難指示区域等に本店の所在する事業者から、補助対象事業所への価値の提供に

対して、補助事業者から対価が支払われるものの合計額をいう。 

＊上記によりがたい場合（別表１交付要件２（２）ただし書に該当する場合）、申請者との取引に

より生じる同等の地域経済効果額を取引額として記載すること。 

 

（単位：億円） 

 １年後 

[ 年 月] 
２年後 
[ 年 月] 

３年後 
[ 年 月] 

４年後 
[ 年 月] 

 

５年後 
[ 年 月] 

 

取 引 額      
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（別添６） 

【２頁以内】 

 

被災地への貢献度（加点） 

 

 

１．県・市町村が策定した復興計画、企業誘致計画等との関連性の有無 

＊関連がある場合には、関連する施策名及び施策と本事業との関係を記載し、施策中の該当箇所の

記述を添付のこと。 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

 

 

２．その他（国の地域振興計画及び地域活性化事業との関連性の有無） 

  ＊関連がある場合には、関連する施策名及び施策と本事業との関係を記載し、施策中の該当箇所の

記述を添付のこと。 
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（別添７） 

補助対象施設・設備「（３）宿泊施設」関係 

 

 

 

市町村復興計画等確認書 

 

 

申請企業名：                             

 

    

□１ 市町村が策定した以下の計画に沿った施設である 。 

□ 東日本大震災復興特別区域法（平成２３年法律第１２２号）に規定される認定復興推進計画に

おける該当部分（写しを添付すること） 

・具体的記述：（章等の番号や計画等のページ部を記載し、計画等を添付する） 

 

 

 

 

□ その他 

・計画等の名称 

 

・具体的記述部分（章等の番号や計画等のページ部を記載し、計画等を添付する） 

  

   

□２ 申請された宿泊施設では、   名の新規雇用の創出が図られる。立地予定市町村の復興にとっ

て、以下の観点から必要な施設である。 

  ・   

  ・ 

□３ 申請される施設は、法令等に違反しない内容となっている。  

    

□４ 申請にあたっては、市町村における担当課と情報交換を行っている。  

    

以上のとおり、確認しました。  

 

 

         令和    年    月    日 

 

         市町村名  

 

         市町村長名及び押印（公印省略可）             

  



 

42 

 

（様式第３）（必須） 

                                                                   令和    年     月     日  

  自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業事務局長  殿  

                               申請者     住所   

                                        氏名    法人の名称  

                                                 及び代表者の役職・氏名  印（省略可） 

（共同申請の場合は、上記項目を申請者ごとに記載）  

 

暴力団排除に関する誓約事項  

 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業（地域経済効果立地支援事業）の応募に当

たって、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、

又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申

し立てません。  

 

記  

 

イ  事業主、又は事業主が法人である場合当該法人の役員又は事業所の業務を統括する

者その他これに準ずる者（以下「役員等」という。）のうちに暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」

という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に該当する者及び

暴力団の構成員等の統制の下にあるもの（以下「暴力団員等」という。）のある事業

所  

ロ  暴力団員等をその業務に従事させ、又は従事させるおそれのある事業所  

ハ  暴力団員等がその事業活動を支配する事業所  

ニ  暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所  

ホ  役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

の威力又は暴力団員等を利用するなどしている事業所  

ヘ  役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所  

ト  役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非

難されるべき関係を有している事業所  

チ  イからトまでに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどし

ている事業所  
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（様式第３ 別添） 

 

※本誓約に反した場合、採択後であっても、採択の取消、もしくは交付決定の取消等

の措置が取られます。  

※役員等とは、会社法に規定する取締役、会計参与、監査役、執行役、または会計監

査人をいいます。  

※生年月日は和暦で記載してください。  

※この情報は、公募要領１．（２）Ⅱ不支給要件の確認のため必要となります。個人

情報の保護に関する法律に基づき、個人情報を当該目的以外に利用しません。  

※共同申請による場合、各者（企業等）全ての役員全員を記載してください。  

※役員や補助事業者の関係者が保有する土地・建物等を補助事業により取得すること

は社会通念上認められません。  

※本様式の提出をもって、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業（地域経済効果

立地支援事業）事務局「個人情報の取扱いについて」に対し、申請者及び本一覧に

記載された役員等全員の同意があったものとみなします。  

（フリガナ）

氏　　名

役　員　等　一　覧

会社名 役職名 住　　所
生年月日
（和暦）

性別
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＜提出書類等チェックシート＞                    

申請者名：                                                
※提出漏れがないかどうか等についてチェックしてください。 

（次頁へ） 

  

 提出書類 

確認欄 
（レ or■記入） 
提出 

確認 
非該当 

①
申
請
書 

様式第１[必須] □  

様式第２[必須] □  

別添１（投資関係）[必須] □  

別添２（事業の実現性）[必須] □  

別添３（事業の将来性）[加点] □  

別添４（雇用創出効果）[加点] □  

別添５（地域経済における重要度）[加点] □  

別添６（被災地への貢献度）[加点] □  

別添７（市町村復興計画等確認書）（補助対象施設・設備「（３）宿泊施設」の

場合） 
□ □ 

様式第３[必須] □  

別添（役員等一覧）[必須] □  

②
添
付
書
類 

【様式第２（イ）添付書類】付近見取図、土地の図面[必須] □  

【様式第２ １（４）（イ）添付書類】工場・店舗等の設計図、設備の配置図等 

[必須] 
□  

【様式第２ １（４）（イ）添付書類】経費算出根拠[必須] □  

③
様
式
第
２
の
補
足
資
料 

金融機関の同意または内諾を示す資料（該当する場合） □ □ 

起債又は借入に関する資金計画（起債又は借入がある場合） □ □ 

リース契約書(案)、リース料金計算書(案)等（リースの場合） □ □ 

法人税税務申告書別表１｢申告書｣（事業者印、税務署受領印、税理士印付き（*1））

（３期分写し） 

〔電子申請の場合〕 

別表１のハードコピー（税理士印付き（*1））（３期分写し）と税務署が受信した

というメールのハードコピー 

（*1）税務申告を税理士に委任していない場合は不要 

□ □ 

法人税税務申告書別表４「所得の金額に関する明細書」（３期分写し） □ □ 

直近３年度分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書及び製造原価報告書） 

（申請企業の単体ベース、ただし、連結がある場合には、連結決算も併せて提出） 

※決算報告書がない場合は、最近１年間の事業内容の概要を記載した書類 

※設立後３年未満の企業であって、設立前に当該事業を実施していた企業がある

場合は、その企業の決算報告書を提出 

□ □ 

定款 □  

出資者及び役員の一覧が記載されている書類 □  

応募者の概要が分かるもの（パンフレット等） □   

④
事
前 

着
手
関
係 

事前着手のための承認申請書（事前着手を希望する場合） □ □ 
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（前頁より） 

⑤
提
出
書
類
の

確
認 

電子データのファイル種類、ファイル名付与ルール等が、＜提

出書類のとりまとめ方法＞の通りになされていることを確認

した。 
□十分確認した   □確認未済 

以下の【提出の際の留意点】を再度確認した。 □十分確認した   □確認未済 

※ 提出書類に不備のある場合、審査対象とならないことがありますのでご注意ください。 
 
【提出の際の留意点】 
 
※ 提出書類は審査、契約、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のためにのみ利用

し、申請者の秘密は保持します。 
 
※ 提出書類の返却はいたしませんので、必ず、原本の控えを保持してください。  
 
※ 申請書の作成にあたっては、金額・人数等の数値や名称に申請書内での不整合がないか

確認してください。 
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＜提出書類のとりまとめ方法＞ 【重要】 
 

●補助金申請システム「jGrants」への書類提出方法 

※詳細な jGrants上での提出方法については、「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（地

域経済効果立地支援事業）（四次公募）電子申請マニュアル」をご参照ください。 

 

（１）申請フォームへの入力について 

 jGrants上の申請フォームでは、以下の通り各フォームへの記入・提出を行ってください。 

○事業者基本情報 

基本的には事業者情報が自動入力されていますが、空欄があれば記入してください。 

○事業者の概要 

中小企業の定義（公募要領Ｐ．２９※２）をご確認の上、事業規模を選択してください。 

○事業基本情報 

事業の名称やスケジュール等の入力が必須となっているため、様式第１および様式第２

の内容に沿って記入してください。 

○申請様式アップロード 

当フォームでの申請書の様式提出は、それぞれ該当する項目に、所定のファイル形式、

ファイル名にて提出してください。（詳しくは、以下「（２）提出書類のとりまとめ方法に

ついて」をご参照ください。） 

 

（２）提出書類のとりまとめ方法について 

 下表の通り、提出ファイル名を指定のものへと変更の上、該当する申請フォームへと提出し

てください。 

申請フォーム名 

提出ファイル名 
ファイル名は、 

「事業者名（略称可）」資料名 

としてください 

提出書類及び注意点 ﾌｧｲﾙ形式 

①様式第１・第２・別添

１～６（PDF）  
１_「㈱○×」応募様式.pdf 

様式第１・２と別添１～６を１つの PDF で提出

してください。 

（PDFファイルは Excel内のシートを１つの PDF

にまとめたものとしてください。） 

PDF 

①'様式第１・第２・別添

１～６（Excel） 
１_「㈱○×」応募様式.xls 

様式第１・２と別添１～６を Excel で提出して

ください。 
Excel 

②事前着手のための承認

申請書 

２_「㈱○×」事前着手のための

承認申請書.doc 

※該当する場合のみ 

事前着手を希望する場合は、事前着手のための

承認申請書（Wordファイル）を提出してくださ

い。 

Word 

③様式第２_１（４）（イ）

の添付書類一式 
３_「㈱○×」添付書類.pdf 

様式第２ １（４）（イ）の添付書類（付近見取

図・現地説明図、配置図、設計図、見積、その他

補足説明資料等）を提出してください。なお、

ご提出の際には、複数のファイルを ZIP ファイ

ル等にまとめるのではなく、１つの PDF ファイ

ルにまとめた上でご提出ください。 

PDF 

④別添の添付資料等一式

（別添７含む） 
４_「㈱○×」別添添付書類.pdf 

別添１～６において、添付／補足説明資料（提

出必須の場合あり）を提出してください。また、

補助対象施設・設備が「（３）宿泊施設」の場合、

別添７を提出してください。尚、ご提出の際に

は、複数のファイルを ZIP ファイル等にまとめ

るのではなく、１つの PDF ファイルにまとめた

上で、どの書類がどの別添に対応したものかを

ファイル内に明記の上、ご提出ください。 

PDF 

※次ページに続く  
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※前ページ続き 

申請フォーム名 

提出ファイル名 
ファイル名は、 

「事業者名（略称可）」資料名 

としてください 

提出書類及び注意点 ﾌｧｲﾙ形式 

⑤資金計画関連資料 
５_「㈱○×」起債または借入に

関する資金計画.pdf 

※該当する場合のみ 

起債又は借入等がある場合には、金融機関の同

意又は内諾を示す資料及び、起債又は借り入れ

に関する資金計画を提出してください。なお、

ご提出の際には、複数のファイルを ZIP ファイ

ル等にまとめるのではなく、１つの PDF ファイ

ルにまとめた上でご提出ください。 

PDF 

⑥リース関連資料 
６_「㈱○×」リース関係書類

（案）.pdf 

※該当する場合のみ 

リース契約を行う場合、リース契約書（案）、リ

ース料金計算書（案）等を提出してください。

なお、ご提出の際には、複数のファイルを ZIP フ

ァイル等にまとめるのではなく、１つの PDF フ

ァイルにまとめた上でご提出ください。 

PDF 

⑦税務申告、決算報告関

連資料 

７_「㈱○×」税務申告書関係及

び決算報告書.pdf 

法人税税務申告書別表１｢申告書｣（事業者印、

税務署受領印、税理士印付き）及び、別表４「所

得の金額に関する明細書」の３期分の写しと、

直近３年度分の決算報告書（貸借対照表、損益

計算書および製造原価報告書）を提出してくだ

さい。また、経営基盤の健全性に関する補足書

類等があれば、併せて提出してください。なお、

ご提出の際には、複数のファイルを ZIP ファイ

ル等にまとめるのではなく、１つの PDF ファイ

ルにまとめた上でご提出ください。 

PDF 

⑧応募者等概要資料 ８_「㈱○×」応募者等概要.pdf 

応募者の概要が分かる資料や、出資者及び役員

の一覧が記載されている書類、定款などを提出

してください。また、共同申請を行う際には、

共同申請者の履歴事項全部証明書も併せて提出

してください。なお、ご提出の際には、複数の

ファイルを ZIP ファイル等にまとめるのではな

く、１つの PDF ファイルにまとめた上でご提出

ください。 

PDF 

⑨様式第３・別添 
９_「㈱○×」暴力団排除に関す

る誓約事項.xls 

様式第３（別添の役員等一覧を含む）（Excel フ

ァイル）を提出してください。 
Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※jGrants 上の提出欄にて、それぞれの項目番号に対応した内容のファイルを提出してください。 

※jGrants 上では、１６MB を超える容量のファイルを提出いただくことはできません。そのため、提出するデ

ータのファイル容量が１６MBを超過することがないようにしてください。 
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事前着手のための承認申請様式 
 

【事前着手承認申請の際の留意点】 

 

※本様式は、補助事業の採択に先立ち補助事業の開始を希望する場合に、応募申請様式とと

もに提出するものです。本様式記載事項を審査し、承認したものについては、事務局によ

る事前着手の承認日以降、補助事業を実施することができます。事務局による事前着手の

承認日以前に実施された事業については、いかなる理由があろうとも、補助の対象とでき

ません。 

 

※補助事業は、補助事業の採択及び交付決定を経た上で実施することが原則であるため、事

前着手に係る審査は厳格に行います。その結果、事前着手の必要性が十分に認められない

と判断された場合には、事前着手は承認されません。 

 

※事前着手を事務局が承認した場合であっても、補助事業の採択を約束するものではありま

せん。 

 

※事前着手が認められ、また補助事業として採択された場合であっても、３者見積の取得等

の証憑類の整備について、事前着手を行わない場合と同様に、本事業に関するルールや規

程が適用されます。 

 

※新規地元雇用者の雇入れや抵当権の設定等は、事前着手の承認を以て認められるものでは

なく、交付決定後でなければ認められません。 

 

※事前着手のための承認申請を検討される場合には、確認事項がありますので、あらかじめ

福島県に相談するとともに、事務局までご連絡ください。 

 

※ご不明な点は、あらかじめ事務局までお問い合わせください。 

 

※福島県及び事務局連絡先は、公募要領Ｐ．５２「お問い合わせ先」をご参照ください。 

 

※事前着手の理由が不十分と判断される場合は、申請の取下げをお願いすることになります。 
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（事前着手承認申請様式） 

                                                        令和   年     月     日  

  自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業事務局長  殿  

 申請者  

 

 

住所   

氏名  法人の名称  

及び代表者の役職・氏名  印（省略可） 

 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業（地域経済効果立地支援事業）  

事前着手承認申請書  

 

 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業（地域経済効果立地支援事業）について、以

下のとおり早期に事業を開始する必要があるため、事前着手の承認を求めます。  

 

１．事前着手申請内容の概要  

（１）事前着手を必要とする理由（該当項目に◯（複数回答可））  

事前着手を必要とする理由  該当項目  

１）立地予定先における新規土地・建屋等の取得   

２）取引先からの要請   

３）その他（具体的に：                   ）   

 

（２）事前着手後のスケジュール（該当時期・期間を記載）  

スケジュール  時  期  ・  期  間  

１）事前着手希望日（ただし事務局承認日以降）  令和（  ）年（  ）月（  ）日  

２）事前着手後、要する期間（見込み）  約（  ）年（  ）か月  

３）操業・開業予定日（見込み）  令和（  ）年（  ）月  

 

（３）着工・完工が遅れた場合に生じ得る影響（該当項目に◯（複数回答可））  

生じうる影響  該当項目  

１）予定している用地・建屋等の取得困難   

２）取引先・契約等の喪失または減少   

３）その他（具体的に：                   ）   

 なお、上記影響を受けることに伴い、（    ）円程度（年間売上高の約（  ）％

程度）の損失が発生しうるため、影響は多大である。  
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２．事前着手申請内容の詳細（「１．事前着手申請内容の概要」記載事項の説明）  

（１）  事前着手を必要とする理由（土地・建屋等の新規取得、取引先要請等の内容）  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

（２）事前着手後のスケジュール（事前着手後必要な工程と、当該工程に係る期間）  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

（３）着工・完工が遅れた場合に生じ得る影響（影響の具体的な内容）  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

（注１）本様式は、応募申請書と同時に jGrants上の該当フォームにて提出してください。 

（注２）各項目の根拠となる資料を添付してください。 

 ○根拠資料例 

 （１）事前着手を必要とする理由 

（例：立地予定先における新規土地・建屋等の取得の根拠） 

・土地・建屋等の取得を急ぐ必要を示す資料 

 ：物件概要、地図、売主からの要請、入札資料 等  

（例：取引先からの早期納入要請の根拠） 

・早期納入要請があった事実を示す資料 

：取引先の対外発表資料、新聞記事、取引先からの要請資料、打ち合わせ資料 等 

 （２）事前着手のスケジュール 

  ・事前着手のスケジュールと開始後の計画を示す資料 

   ：生産計画・工事計画 等 

※交付決定前に着手する必要があることが分かることが必要です。 

 （３）着工・完工が遅れた場合に生じ得る影響 

  ・影響の内容と規模を示す資料 

   ：生産計画、過去の売上実績 等  

（注３）記載に当たりページ数が増えても問題ありません。 
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本補助事業全体の流れ（概要） 

 基金設置 

法人 
事務局 補助事業者 福島県 

東北 

経済 

産業局 

経済産業省 

公募 

※受付締切日 

（R6(2024). 

7.5 正午） 

 公募開始 

公募説明会 

 

 

受付 

↓ 

書類確認 

 

 

事前相談 

↓ 

応募 

 

 

対応 

 

 

 

 

対応 

 

審査・ 

採択決定 

（R6(2024). 

９月下旬～） 

 

 

 

 

承認 

 

審査 

（第三者委員会） 

採択決定 

採択公表 

 

 

採択者説明会 

 

 

 

 

 

通知受領 

↓ 

参加 

意見書提出   

 

承認 

 

 

 

 

交付申請 

（R7(2025). 

3.31 まで） 

  

受付 

↓ 

書類確認 

↓ 

交付決定 

(計画精査) 

交付申請 

 

(修正依頼) 

 

 

通知受領 

   

 

 

 

確認 

 

補助事業実施 

（R8(2026). 

 3.31 まで） 

  

 

（進捗管理） 

 

承認 

事業着手 

↓ 

 報告 

・・・ 

 計画変更等 

↓ 

雇用確保 

事業完了 

   

確定検査・ 

補助金支払 

 

 

 

 

 

 

確認 

 

振込み 

 

確定検査 

↓ 

補助金確定 

実績報告提出 

 

 

 

 

補助金受領 

   

確認 

承認 

補助事業終了後

３～６年間 

 

確認 

 雇用状況・付加価

値額・取引額報告 

   

＊上記は現時点で想定される本事業の流れであり、変更の可能性があります。 
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お問い合わせ先 
内容と問い合わせ先の対応表 

問い合わせ内容 問い合わせ先 

・本事業の趣旨について ・経済産業省または東北経済産業局

または基金設置法人 

・応募申請にかかる事前相談について ・福島県（または東北経済産業局） 

・復興計画、企業誘致計画等について ・福島県 

・補助対象経費について 

・応募申請書の全般的な記載方法について 

・その他本事業全般について 

・事務局 

・避難指示区域等に立地する企業との取引パートナーを

お探しの場合について 

・福島相双復興推進機構（福島相双

復興官民合同チーム） 

 

連絡先 

経済産業省 〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省 大臣官房福島復興推進グループ 福島新産業・雇用創出推進室 

TEL:０３－３５０１－８５７４ FAX：０３－３５８０－４９８８ 

東北経済産業局 〒９８０－８４０３ 宮城県仙台市青葉区本町３丁目３－１ 

東北経済産業局 産業部 東日本大震災復興推進室 

TEL：０２２－２２１－４８１３ FAX：０２２－２６５－２３４９ 

基金設置法人 〒９６０－８０３５ 福島県福島市本町５－５（フコク生命ビル９階） 

公益財団法人福島県産業振興センター 企業振興部 自立・帰還支援チーム 

TEL：０２４－５７３－５４５０ FAX：０２４－５７３－６９３０ 

福島県 〒９６０－８６７０ 福島県福島市杉妻町２－１６（西庁舎１２階） 

福島県 商工労働部 企業立地課 

TEL：０２４－５２１－８５２３ FAX：０２４－５２１－７９３５ 

事務局 〒１０３－００２７  東京都中央区日本橋３－１３－５  

ＫＤＸ日本橋３１３ビル５階 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株） 社会政策コンサルティング部 

（「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業（地域経済効果立地支援事業）事務

局」担当） 

TEL：０３－６８２６－８６００ 

FAX：０３－６８２６－５０６０ 

※電話受付時間 10:00～12:00 及び 13:00～17:00（土日祝日を除く） 

E-mail：jiritsu-seizo@mizuho-rt.co.jp 

HP：https://www.mizuho-rt.co.jp/topics/jiritsu/chiiki04/02.html 
（事務局へのお問い合わせは電話、FAX、メールのみの受け付けとなります。） 

福島相双復興推

進機構（福島相

双復興官民合同

チーム） 

自立・帰還支援雇用創出企業補助金の活用等にあたって、避難指示区域等に立地す

る企業との取引パートナーをお探しの場合、福島相双復興推進機構にて候補先の紹

介を行うことも可能です。また地元企業をお探しの際にご活用いただけるコンテン

ツも提供しているので、是非ご活用ください。 

・FukuzoBiz（フクソウビズ）：https://fukuso.biz/ 

・企業立地応援ガイド：https://www.fsrt.jp/supportnavi/ 
 

公益社団法人福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チーム） 

産業創出グループ産業集積課 

TEL：024-502-1115 E-mail： kanmin_seizou@fsr.or.jp 
 

※公益社団法人福島相双復興推進機構（福島相双官民合同チーム）とは… 

原子力災害で被災した福島県内 12 市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、

楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村）の事業者の

事業・生業等を支援するチーム。https://www.fsrt.jp/ 

https://www.mizuho-rt.co.jp/topics/jiritsu/chiiki04/02.html
https://fukuso.biz/
https://www.fsrt.jp/supportnavi/
https://www.fsrt.jp/
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